
鰈
　　　　　　　　　　　　　　　　　・”〓舞一警

一〓
一一一一一．

輻
躙
莉

鶴
・難
滋
議
鶴
な雛
篠鷲
議
雛
一

．一一な
凄
義

〓

膵

黎輻靱魃黎
一難

，

●
遷
群
〓

幸

寺

義

改ll労働安全衛生激 は、一定の有書危険性を有する化
学物質を製造または取扱うすべての事麹 こリスクアセスメン
トを実施することを義務付ウすてります。
しかしながら、少量・低頻度で化学物質を取り扱う事業者
(特に第3次産業の事_7_者 )で |よ、対応瀬 じ年ヽ状況 |こあ

ります。

そこで 1厚生労働省では、そのような事業者に向けて簡単に
リスクアセスメントが実1磁できるツーザ♭「C穐匿AT匿―sIMPL巨」
をみ螢ぷ溝報総研株式会社と共同で開発しました。
本セミナーでは、野砂ぼλてあまりご存じでもなしヽ方でも理
露翠で護側⇒、イ極学物質のジリの基礎鴻 ッールの使もヽんま
で角準説1/ます。

奮つてご参鸞くださしヽ i

購穣熟厨o

冬辟饒列輻

膨餃該夕頷欠麒麒 轄剋饂珍瘍
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化学物質のリスクとリスクアセスメントの基礎
簡単なリスクアセスメントツールの酬 介
改正労働安全衛生法のポイント

i httpS://Www.mizuho¨ inco.ip/seminar/info/2017/ra kiso/index.html

X宅轟、FえXなどで命お申し込みは受脅けIおりませ■′ぃ
 く)F等 窄‐P,等
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①平成29年 11月 29日 (水)【広島会場】

広鶴県』Aビルl③階講堂A醸

広島市中区大手町4丁 目7-3

最寄駅 :広電 (字 品線 )「 市役所前」駅

③平成29年 12月 12日 (火 )【大阪会場】

新大阪丸ビルpll館薇階104号饉

大阪市東淀川区東中島1-18-22

最寄駅 :JR「新大阪」駅、御堂筋線「新大阪」駅など

⑤平成30年 1月 23日 (火 )【福岡会場】

福岡ビルg階大ホール

福岡県福岡市中央区天神1丁 目11番 17号

最寄駅 :天神大牟田線「福岡」駅、地下鉄「天神」駅など

②平成30年 2月 6日 (火 )【大阪会場】

新大阪丸ビルpll館血◎騰10‐ 1号鰹

大阪市東淀川区東中島1-18-22

最寄駅 :JR「新大阪」駅、御堂筋線「新大阪」駅など

9:30～ 受付開夕台

10:00～ 14:00講演 (予定)

(休憩1時間 )

②平成29年 12月 8日 (金 )||【仙台会場】

犠柳畿骰窓褥嚢艤饉

宮城県仙台市青葉区中央2-2-10

最寄駅 :」 R「仙台」駅、JR仙 石線「あおば通」駅など

④平成30年 1月 11日 (木)【東京会場】

大手町サン助 イルーム27階A菫

東京都千代田区大手町2-6-1

最寄駅 :JR「 東京」駅、東京メトロ「大手町」駅など

⑥平成 30年 1月 31日 (水)・ 【名古屋会場】

雖古屋銀行協無 階大ホール

名古屋市中区丸の内2-4‐2

最寄駅 :桜通線「丸の内」駅、鶴舞線「丸の内」駅など

ベルサールニ園1階 R◎◎mム23

東京都港区三田住友不動産三田ツインビル西館 lF

最寄駅 :」 R「 田町」駅、三田線・浅草線「三田」駅など

③平成30年 2月 8日 (木)【東京会場】

一定の危険性・有害性のある化学物質※1について

轟危険1生又は有害性※2等の調査 (      )Ω
実施が義務付けられました。※3

膠事業者には、リスクアセスメントの結果に基づき、労働安

全衛
/1法令の措置を講じる義務※4がぁるほか、労働者

の危険又は健康障害を防止するために必要麟 置を譲

じ登ことが努力義務※5となります。
議業種、事業場規模にかかわらず、対象となる化学物質の

製造。取扱いを行うすべての事業者が対数です※6。

※1労働安全衛生法第 57条の 2及び向法施行令第 18条の2

に基づき、安全データシート(SDS)の交付義務対象である663
物質 (平成30年 7月 1日 lc、 10物質が追加)

※2ここでの「又は」は、どちらか=方でよいという意味ではない

※3施行日は平成28年 6月 1日

※4リスクアセスメントの結果に基づく措置は、労働安全衛生法に基づ

く労働安全衛生規則や特定化学物質障害予防規貝」等の特別
1規員」に規定がある場合t当該規貝1に基づく措置を講じることが必
要

※5法令に規定力ない場合、結果を踏まえた事業者の判断により必
要な措置を講じることが努力義務 |    |

※6 リスクアセスメントの具体的な実施方法は「化学物質等による危
険性又は有害1生等の調査等に関する指針」(平成27年9月 18
日付け指針公示第 3号)を参照

鸞 化学物質にはどのような有害性や危険性があるのか、そして
リスクとリスクアセスメントの基礎kはイ可かを角翠:説します !

黎 そして改正労働安全衛生法のポイントと事業者の義務につ
いて解説し、簡単なリスクアセスメントツール「CREAttE―

SIMPLE」 を糸召
`介

します !

※フ 化学物質を取扱う製造業以外の事業者 (例 :洗浄・清掃、その他施術を行うサービス業など)。
※8 第3次産業の事業者が主な対象ですが、限定はしていません。

第3次産業の事業者※7など

化学物質量少塁かつ鐘頻度で取扱う黎灘警社対簸※8鍾


